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6 ページからの続き･･･ 
2) 国民の司法参加に関する認識 
①わが国で行われていた陪審裁判につい

ての認知度 
昭和のはじめころ、わが国の刑事裁判

では裁判官以外の国民だけで話し合って

被告人が有罪であるか無罪であるかにつ

いて結論を出す制度である陪審制度が実

施されていたことを知っていたかどうか

聞いたところ、「知っている」と答えた

者の割合が28.5%、「知らない」と答えた

者の割合が71.5%となっている。都市規模

別に見ると大きな差異は見られない。性

別に見ると「知っている」と答えた者の

割合は男性で、「知らないjと答えた者の

割合は女性で、それぞれ高くなっている。

年齢別に見ると大きな差異は見られない。 
②諸外国で行われている国民の司法参加

についての認知度 
世界の多くの国では、刑事裁判に裁判

官以外の国民が参加する制度があり、こ

れらの制度を知っているか聞いたところ、

「アメリカ、イギリスなどでは裁判官以

外の国民だけで話し合って被告人の有

罪・無罪を決める制度がある」を挙げた

者の割合が59.1%と最も高く、以下、「ド

イツ、フランスなどでは,裁判官と裁判官

以外の国民が一緒に話し合って、被告人

の有罪・無罪や刑の重さを決める制度が

ある」(10.7%)、「韓国では、裁判官以外

の国民だけで話し合って被告人の有罪・

無罪について裁判官に意見を言う制度が

ある」(6.9%)の順となっている。なお、

「知っているものはない」と答えた者の

割合が32.7%となっている。都市規模別に

見ると「アメリカ、イギリスなどでは裁

判官以外の国民だけで話し合って、被告

人の有罪・無罪を決める制度がある」を

挙げた者の割合は大都市で高くなってい

る。性別に見ると「アメリカ、イギリス

などでは,裁判官以外の国民だけで話し合

って、被告人の有罪・無罪を決める制度

がある」、「ドイツ,フランスなどでは裁

判官と裁判官以外の国民が一緒に話し合

って、被告人の有罪・無罪や刑の重さを

決める制度がある」を挙げた者の割合は

男性で「知っているものはない」と答え

た者の割合は女性で、それぞれ高くなっ

ている。年齢別に見ると、「アメリカ、

イギリスなどでは裁判官以外の国民だけ

で話し合って、被告人の有罪・無罪を決

める制度がある」を挙げた者の割合は40
歳代、50歳代で、「知っているものはな

い」と答えた者の割合は20歳代、70歳以

上で、それぞれ高くなっている。 
3) 裁判員制度に対する認識 
①裁判員制度に対する認知度 
国民から選ばれた「裁判員」が刑事事

件の裁判に参加し、裁判官と一緒に有

罪・無罪や刑の重さを決める「裁判員制

度」を知っているか聞いたところ、「知

っている」と答えた者の割合が97.4%、「知

らない」と答えた者の割合が2.6%となっ

ている。都市規模別に見ると、大きな差

異は見られない。性別に見ると、大きな

差異は見られない。年齢別に見ると「知

っている」と答えた者の割合は30歳代で

高くなっている。 
◇裁判員制度に対する認知経路 
裁判員制度を「知っている」と答えた

者(2,000人)に、何から知ったか聞いたと

ころ「テレビ」を挙げた者の割合が95.6%
と最も高く、以下「新聞」(72.7%)、「ラ

ジオ」(13.7%)、「インターネット」(13.0%)、
「ポスター」(12.4%)、「雑誌」(11.0%)
などの順となっている。 

都市規模別に見ると、「インターネッ

ト」「ポスター」「雑誌」を挙げた者の

割合は大都市でそれぞれ高くなっている。

性別に見ると、「テレビ」「ポスター」

を挙げた者の割合は女性で、「新聞」「ラ

ジオ」「インターネット」「雑誌」を挙

げた者の割合は男性でそれぞれ高くなっ

ている。年齢別に見ると「新聞」「ラジ

オ」を挙げた者の割合は50歳代、60歳代

で、「インターネット」を挙げた者の割

合は20歳代から40歳代で、「ポスター」

を挙げた者の割合は40歳、50歳代で、「雑

誌」を挙げた者の割合は40歳代で、それ

ぞれ高くなっている。 
◇裁判員制度に関する具体的認知事項 
裁判員制度を「知っている」と答えた

者(2,000人)に、裁判員制度の仕組みなど

について、法令で定められた内容や、実

際に行われる内容を知っているかどうか

聞いたところ、「20歳以上の国民は原則

として誰でも裁判員に選ばれる可能性が

ある」を挙げた者の割合が79.1%、「平成

21年5月から始まった」を挙げた者の割合

が75.8%と高く、以下、「裁判員は,裁判

員だけで裁判をするのでなく、専門家の

裁判官と一緒に裁判をする」(66.7%)、「裁

判員の名前や住所などは、公表されない」

(60.6%)、「健康上の理由、重要な仕事や

用事、家族の介護・養育などのため、裁

判所に行くことが難しい人,裁判員に選ば

れない」(56.4%)などの順となっている。 
都市規模別に見ると、「裁判員の名前

や住所などは,公表されない」、「健康上

の理由、重要な仕事や用事,家族の介護・

養育などのため、裁判所に行くことが難

しい人は、裁判員に選ばれない」を挙げ

た者の割合は大都市で、それぞれ高くな

っている。性別に見ると、「20歳以上の

国民は原則として、誰でも裁判員に選ば

れる可能性がある」、「裁判員の名前や

住所などは公表されない」を挙げた者の

割合は女性で、「平成21年5月から始まっ

た」を挙げた者の割合は男性で、それぞ

れ高くなっている。年齢別に見ると、「20
歳以上の国民は、原則として誰でも裁判

員に選ばれる可能性がある」を挙げた者

の割合は30歳代、40歳代で、「平成21年
5月から始まった」を挙げた者の割合は50

歳代で、「裁判員は裁判員だけで裁判を

するのでなく、専門家の裁判官と一緒に

裁判をする」を挙げた者の割合は40歳代、

50歳代で、「裁判員の名前や住所などは,
公表されない」を挙げた者の割合は40歳
代で、「健康上の理由、重要な仕事や用

事、家族の介護・養育などのため、裁判

所に行くことが難しい人は裁判員に選ば

れない」を挙げた者の割合は30歳、50歳
代で、それぞれ高くなっている。 
②裁判員制度導入による刑事裁判の変化 
専門家でない国民が、裁判員として刑

事裁判に参加するようになると刑事裁判

が今よりも関心が高まり身近なものにな

ると思うか聞いたところ、「身近になる」

とする者の割合が67.3%(「かなり身近に

なる」17.2%＋「ある程度身近になる」

50.0%)、「身近にならない」とする者の

割合が28.2%(「あまり身近にならない」

2L9%＋「まったく身近にならない」6.3%)
となっている。年齢別に見ると、「身近

になる」とする者の割合は30歳代で高く

なっている。 
③裁判員裁判における法律専門家に対す

る要望 
裁判にかかわる裁判官、検察官、弁護

士は、法律の専門家でない人に無理なく

裁判に参加していただけるよう、さまざ

まな工夫をしている、もし、裁判員とし

て裁判に参加することになった場合、裁

判官、検察官、弁護士に、どのようなこ

とを望むか聞いたところ、「素人にもわ

かりやすい裁判にしてもらいたい」を挙

げた者の割合が75.4%と最も高く、以下、

「裁判所に行く日数を少なくしてもらい

たい」(48.5%)、「ていねいに応対しても

らいたい」(4L9%)、「多くの書類を読ま

ないですむようにしてもらいたい」

(39.9%)、「議論の場では,十分に意見を言

う機会を与えてもらいたい」(37.3%)など

の順となっている。(複数回答) 
都市規模別に見ると、「ていねいに応

対してもらいたい」、「多くの書類を読

まないですむようにしてもらいたい」を

挙げた者の割合は大都市で、それぞれ高

くなっている。性別に見ると、「素人に

もわかりやすい裁判にしてもらいたい」、

「裁判所に行く日数を少なくしてもらい

たい」、「ていねいに応対してもらいた

い」、「多くの書類を読まないですむよ

うにしてもらいたい」を挙げた者の割合

は女性で、それぞれ高くなっている。年

齢別に見ると、「素人にもわかりやすい

裁判にしてもらいたい」を挙げた者の割

合は40歳代で、「裁判所に行く日数を少

なくしてもらいたい」を挙げた者の割合

は30歳代から50歳代、「ていねいに応対

してもらいたい」を挙げた者の割合は20
歳代、30歳代で「議論の場では、十分に

意見を言う機会を与えてもらいたい」を

挙げた者の割合は60歳代で、それぞれ高

くなっている。  以下、次号に続く･･･ 


